
農業制度資金のご案内（こんなとき、こんな資金が借りられます！）
令和7年1月21日時点

資金使途 貸付条件
土地 施設・設備 導入・育成 運転 災害 出資 補助残

返済・
据置期間
の特例等

認定農業者 - ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - △ ○ 1.40
７～１５
(２～７)

100

農業近代化資金 その他の担い手 - ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ - - - - ○ 1.40
７～１7
(２～７)

80

集落営農組織 - ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - △ ○ 1.40
７～１５
(２～７)

100 ２億円

農業経営改善促進資金
（スーパーＳ資金）

肥料や飼料購入等のための運転資金 認定農業者 - ○ - - - ○ - ○ ○ - ○ - - - - 農協 1.65
農業経営
改善計画
等期間中

100
個人　　　５００万円
法人　２，０００万円

農業経営支援資金※１

知事が指定する自然災害により農作
物・農業用施設等に被害を受けた場合
に必要な資金

被災農業者 - - - - - - - - - - - ○ ○ - ○ 農協 0.80
５

（１）
100 ５００万円

農業緊急資金※１

令和5年突風および令和6年能登半島
地震により、農作物・農業用施設等に
500万円を超える被害を受けた場合に
必要な資金

被災農業者 - - - - - - - - - - - ○ ○ - ○
農協、
一部金
融機関

2.15
(当初5年
無利子)

１０
(２)

100 ３，０００万円

農業経営基盤強化資金
（スーパーＬ資金）

農地や機械・施設等の改良・造成、取
得等に要する長期資金

認定農業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○
0.85～1.40

※２

２５
(１０)

100
個人　　３億円
法人　１０億円

その他の担い手 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ - ○ ○

集落営農組織 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ - ○ - - ○

農林漁業セーフティネット資金
災害や一時的な経営悪化の場合に必
要な資金

認定農業者
その他の担い手
認定新規就農者
集落営農組織

- - - - - - - - - ○ - ○ ○ - ○ 0.85～1.35
１０
(３)

100
一般　６００万円

特認　年間経費の1/4

新作物分野・流通加工分野・新技術に
チャレンジするための資金

エコファーマー
六次産業化法や農商
工等連携促進法の認
定を受けた方等

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ - - - -
×

※３
１２
(３)

条件不利
地域
１２
（５）

100
個人 　５，０００万円
法人等　　１．５億円

新たに農業経営を開始するために必要
な農業用施設・機械取得等に要する資
金

認定新規就農者 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - -
×

※３

１７
(３)
※４

100
３，７００万円
特認　1億円

（注）　　△印については、資金によって貸付要件に制約がありますので、県の出先機関等にご相談下さい。　 　
※１　　現在は受付期間外です。
※2　　スーパーＬ資金については、実質化された人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられた認定農業者および農地中間管理機構から農用地等を借り受けた認定農業者に対しては、貸付当初5年間実質金利が0％になります。
　　　　　（ただし、経営体育成支援事業（融資主体型補助）と6次産業化ネットワーク活動交付金（整備事業）を除く国庫補助事業の残額融資については有利子となります。また、実質無利子化のための金利負担軽減措置は毎年度国の予算の範囲内で実施されるものであるため、

　取り扱い限度額に限りがあり、資金の使い道やご融資の実行の時期によってはご希望に添えない場合があります。）　
※3　　ただし、融資残補助事業(経営体育成支援事業)の場合は借りられます。
※4　　令和元年10月31日以前に貸付されたものは12年以内となります。

機械・施設等の改良、造成、取得等に
要する中、長期資金

意欲と能力のある農業者が農地や機
械・施設等の改良・造成、取得等に要す
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※１

個人　 １．５億円
法人　 　　５億円

　

融資の
限度額

返済期間
（うち据置期間）

２５
(３～10)

1.40

個人　１，８００万円
法人・団体　２億円
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